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スーパーセキュリティ販売規約 

 

第第第第 1111 条条条条（（（（規約規約規約規約のののの適用適用適用適用） 

•株式会社 トライバルユニット(以下「当社」といいます。)は、スーパーセキュリティ販売規約（以下「本規約」といいま

す。)を定め、これにより「スーパーセキュリティ」サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。 

•当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後の本サービスの利用に係る料金やそ

の他の提供条件は、変更後の本規約によります。 

•変更後の本規約は、当社の指定するウェブサイトに掲載した時点から効力が生じるものとします。 

 

第第第第 2222 条条条条    （（（（用語用語用語用語のののの定義定義定義定義））））    

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語用語用語用語    用語用語用語用語のののの意味意味意味意味    

会員会員会員会員    当社と本契約を締結している者をいいます。 

本契約本契約本契約本契約    当社から、本サービスの提供を受けるための契約をいいます。 

本本本本サービスサービスサービスサービス    本ソフトウェア及び本ソフトウェアに関するサポートを提供するサービスの総称をいいます。 

本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア    ソースネクスト株式会社が使用許諾する 「スーパーセキュリティ」をいいます。 

シリアルキーシリアルキーシリアルキーシリアルキー    会員とその他の者を識別するために用いられる符号をいいます。 

 

第第第第 3333 条条条条    ((((本本本本サーサーサーサービビビビスススス))))    

•当社は、ソースネクスト株式会社から本ソフトウェアの販売に関する許諾を受けて、会員に対し本サービスを提供しま

す。 

•本ソフトウェアを Windows MacOS Android 端末にインストールする過程でアカウント作成が必要となります。 

•会員は、本ソフトウェアの利用に際しては、ソースネクスト株式会社の定める使用許諾条件書（スーパーセキュリティ 

マルチプラットフォーム版）に同意していただく必要があります。 

•本ソフトウェアの内容・設定等に関するご相談は、ソースネクスト株式会社にご連絡ください。  

•本サービスの利用料金や本契約の解約等の一般的なご相談は、当社にご連絡ください。 

 

第第第第 4444 条条条条    ((((利用契約利用契約利用契約利用契約のののの単位単位単位単位))))    

本サービスは、1 ライセンスで最大 3 台の端末 Windows MacOS Android で利用することができます。 

    

第第第第 5555 条条条条    ((((シリアルシリアルシリアルシリアルキーキーキーキー))))    

•会員は、シリアルキーを第三者に対して譲渡、貸与、使用許諾、共用、開示してはならないものとします。 

•会員は、会員のシリアルキーにより本サービスが利用されたときには、当該利用行為が会員自身の行為であるか否  
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 かを問わず、会員自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりシリア 

 ルキーが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。 

•会員のシリアルキーを利用して、会員と第三者により同時に又は第三者のみによりなされた本サービスの利用につい 

 ては、当社は一切の責任を負わないものとします。 

•会員は、自己のシリアルキーの管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該会員のシリアルキ 

 ーが第三者に利用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に関わらず、 

 一切責任を負わないものとします。 

 

第第第第 6666 条条条条    ((((申込申込申込申込みみみみ))))    

•本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により、本サービスの利用を申込むものと 

 します。 

•当社は、当社の定める基準に基づき、本サービスの申込みを承諾するものとします。 

•当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申し込みを承諾しないことが 

 あります。  

（1） 申込内容に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。 

（2） 当社が提供するサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（3） 当社が不適切と判断したとき。 

（4） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 

第第第第 7777 条条条条    ((((契約期間契約期間契約期間契約期間))))    

•本契約は、当社が本サービスの申込みを承諾した時点で成立するものとします。 

•本契約の利用料金は、決済登録日が属する月からお支払いいただきます。 

 

第第第第 8888 条条条条    ((((料金等料金等料金等料金等))))    

•本契約の利用料金の課金開始日は、決済登録日が属する月とします 

•会員は、本サービスの課金開始日から本契約の解約があった日の属する月の末日までの期間について、利用料金 

 を支払うものとします。 

•前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じた場合においても、会員は 

 その期間中の利用料金の支払いを要します。 

•利用料金について、日割計算はいたしません。 

•利用料金の計算において、1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 

•会員は、利用料金について税抜の金額に消費税相当額を加算した金額を支払うものとします。なお、消費税率の変 

 動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。 

•利用料金等の支払の履行遅延があった場合又は事由の如何を問わず利用料金等の支払の確認ができなかった 

 場合、当社より、当社の定める方法にて再請求を行います。その際、当社が別途定める再請求にかかる事務手数 

 料を利用料金等に加算して請求をさせていただく場合があります。 
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•当社は、本規約において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても、当社が会員より受け取った利用料金 

 等について、一切返還する義務を負わないものとします。 

・当社に支払方法の変更または解約の申し出がない限り、お申込の支払方法により、毎月継続的に料金をお支払い 

 いただきます。 

 

第第第第 9999 条条条条    ((((遅延損害金遅延損害金遅延損害金遅延損害金))))    

•会員が、当社に対し支払うべき債務の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該債務 

 に商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。なお、会員が期限の利益を喪失した場合は、期限 

 の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。 

•会員が、期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで未払い債務に商事 

 法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 

 

第第第第 11110000 条条条条    ((((債権譲渡債権譲渡債権譲渡債権譲渡))))    

当社は、本契約に基づき会員に対し有する債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、会員は、当

該債権の譲渡及び当社が会員の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。 

 

第第第第 11111111 条条条条    ((((本本本本サーサーサーサービビビビスのスのスのスの利用制限利用制限利用制限利用制限))))    

•当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に事前に通知することなく、本サービスの利用制限を行うこと 

 ができるものとします。  

（1） 本サービスのシステムについて故障、保守、メンテナンスを行う場合。 

（2） 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの

提供が困難であると判断した場合。 

（3） 会員が、次条第 1 項の各号に該当する行為を行った場合。 

（4） 当社が業務上やむを得ないと判断した場合。 

•前項により当社が本サービスの利用制限を行った場合、当社は会員に対し、何ら責任を負わないものとします。 

 

第第第第 11112222 条条条条    ((((禁止行為禁止行為禁止行為禁止行為))))    

当社は、会員が、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行うことを禁止します。 

•本サービスを不正な目的をもって利用する行為 

•当社又は第三者に損害を与える行為 

•本規約に違反する行為 

•法令、公序良俗に違反する行為 

•その他当社が不適当と判断する行為 

    

第第第第 11113333 条条条条    ((((本本本本サーサーサーサービビビビスのスのスのスの変更変更変更変更))))    

•当社は、当社の事情により、本サービスの変更ができるものとします。 
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•前項により当社が本サービスを変更した場合、当社は会員に対し、何ら責任を負わないものとします。 

 

第第第第 14141414 条条条条    ((((本本本本サーサーサーサービビビビスのスのスのスの終了終了終了終了))))    

•当社は、会員に事前に通知又は公表することにより、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとしま 

 す。 

•前項により当社が本サービスを終了した場合、当社は会員に対し、何ら責任を負わないものとします。 

 

第第第第 15151515 条条条条    ((((免責免責免責免責))))    

当社は、本ソフトウェアの利用により会員に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。 

 

第第第第 16161616 条条条条    ((((会員会員会員会員によるによるによるによる契約契約契約契約のののの解約解約解約解約))))    

•会員は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本契約を解約することができるものとします。 

•当社は、本契約の解約申込を毎月月初から当該暦月の 25 日まで受け付けます。当該解約申込は、解約申込受 

 領月の月末にその効力を生じるものとします。 

 

第第第第 11117777 条条条条    ((((当社当社当社当社によるによるによるによる契約契約契約契約のののの解約解約解約解約))))    

•当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本契約を即時解約できるものとします。なお、 

 この場合、会員が当社の提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契約につい  

 ても同様に解約することがあることを、会員は予め了承するものとします。  

（1） 会員が、本規約に違反したと当社が判断したとき。 

（2） 本契約を継続することが不適当と当社が判断したとき。 

•本契約が解約された場合、会員は、本契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全 

 額を直ちに当社に支払うものとします。 

•事由の如何を問わず、本契約か終゙了した場合における本サービス利用中に係る会員の一切の債務は、本契約の終 

 了後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。 

    

第第第第 11118888 条条条条    ((((権利及権利及権利及権利及びびびび義務義務義務義務のののの譲渡禁止譲渡禁止譲渡禁止譲渡禁止))))    

会員は、本契約に基づき生じる権利及び義務について、譲渡、移転又は担保権の設定をすることはできないものとし

ます。 

 

第第第第 19191919 条条条条    ((((法令法令法令法令にににに規定規定規定規定するするするする事項事項事項事項))))    

本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。 

    

第第第第 22220000 条条条条    ((((分離可能性分離可能性分離可能性分離可能性))))    

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効 又は執行不能と判断された

場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。 
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第第第第 21212121 条条条条    ((((準拠法準拠法準拠法準拠法))))    

本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠します。 

 

第第第第 22222222 条条条条    ((((合意管轄裁判所合意管轄裁判所合意管轄裁判所合意管轄裁判所))))    

会員は、本規約又は本サービスに関する紛争は、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに

同意するものとします。 

 

 

 

 

 

 


